
平成２６年２月定例県議会（本会議）における答弁要旨 
（質問日：平成２６年２月２５日） 

質問者 民主党  田中 信行 議員

質 問 要 旨 答  弁  要  旨 答弁者 

 

４．指定管理者制度について  

（１）多額の利益が上がっている

指定管理者について、サンライ

ズ九十九里の例のように、その

一部を県に納入させるような対

応をすべきと思うがどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（再質問） 
指定管理者からの利益を県へ納

入させるべきと考えるがどうか。 

 

 

１ 指定管理者制度では、利用者の増加や経費節

減など指定管理者の経営努力によって生じた

収益は、指定管理者の収入とすることが認めら

れています。 

 

２ 一方、公の施設の運営に当たっては、最少の

費用で、より質の高いサービスを提供すること

が求められることから、指定管理者に過大な収

益が生じないよう、適正な指定管理料を算定す

ることが重要であると考えています。 

 

３ 指定管理者から県への利益の納入について

は、利用料金制の導入の有無や自主事業の実施

状況により施設の収益構造が異なる等の課題

がありますが、今後、他の自治体の事例を参考

にしながら、検討してまいりたいと考えていま

す。 

 

 

 

 指定管理者の収益については、収益がどの様

な事業活動により生み出されているか、例えば

利用者の増加対策の努力や経費削減の努力、ま

た自主事業の状況など、施設ごとに分析する必

要があります。 

 

 いずれにしても、他の自治体の事例を参考に

しながら、検討してまいりたいと考えていま

す。 

 

 

副知事 

髙橋 渡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

平井 俊行 
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４．指定管理者制度について  

（２）公共事業であるので、運営

に際し、再委託契約に関しても

競争性をもつ一定のルールが必

要であると思うがどうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

１ 指定管理業務への応募に当たり、団体や企業

は、自らの優位性を発揮できるよう、再委託先

をあらかじめ選定し、収支計画書を作成してい

ます。 

 

２ このため県では、審査段階において、応募者

から提出のあった収支計画について、再委託を

含めた経費の見積額の比較や、収入・支出の積

算と事業計画の整合性の確認など、経費の縮減

効果や収支計画の適格性等を総合的に評価し

ています。 

 

３ また、業務の執行時においては、指定管理者

から再委託の契約方法、契約内容について報告

を求め、収支計画に盛り込まれた内容が確実に 

履行されているか確認を行っているところで

す。 

 

 

 

 

副知事 

髙橋 渡 
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４．指定管理者制度について 

（３）社会福祉事業団への指定管

理者制度の適用は、なじまない

と思うがどうか。 
 

 

１ 社会福祉事業団は、千葉県袖ヶ浦福祉センタ

ーを開設当初から管理委託制度により運営し

てきましたが、地方自治法の改正に伴い同制度

が廃止されたため、指定管理者制度による運営

へと移行されました。 

 

２ この度の虐待事件を受け、指定管理者制度に

問題があったかも含め、現在、第三者検証委員

会において検証しており、同センターの県に 

おける位置付け・運営方針、また指定管理者制

度等の運営形態についても、検証事項の論点と

して挙げられております。 

 

３ 県としては、今後出される検証結果を踏ま

え、同センターに係る今後の対応について検討

してまいります。 

 

 

副知事 

諸橋 省明 
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４．指定管理者制度について  

（３）社会福祉事業団への指定管

理者制度の適用はなじまないと

思うがどうか。 
 
（再質問） 
社会福祉事業団に対しては、直

近に指定管理者運営状況評価が実

施されていたのにも関わらず事件

を防げなかった。当該評価が機能

していないのではないか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 指定管理に関する評価については、「指定管

理者の管理運営状況のモニタリングに関する

ガイドライン」に基づき、 

①利用状況に関する例月調査、 

②管理・収支状況等に関する年次評価、 

③これらを外部有識者の視点から客観的に確

認する第三者評価等、 

評価を実施しているところです。 

 

 しかしながら、今回の事件では、問題の存在

を事前に把握できなかったことから、関係部局

と調整を行いながら、制度の改善を検討してま

いりたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

総務部長 

平井 俊行 

 
 


